
「JP-MIRAI 外国人労働者相談・救済パイロット事業」

（JP-MIRAIアシスト）・企業説明会

2022年５月18日
JP-MIRAIサービス事務局

企業向け説明会資料

＜本日のご説明事項＞
１． 実施要領（共通事項）及びJP-MIRAIサービス概要 JP-MIRAIサービス事務局

２． JP-MIRAIポータル（アプリ） GTN

３． JP-MIRAIアシスト（外国人等相談窓口） CINGA

３． ADRの利用 東京弁護士会
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問い合わせはこちらから

info@jp-mirai.or.jp (5/23以降）

mailto:info@jp-mirai.or.jp


１．目 的： JP-MIRAIと参加企業、関係機関との協力により、外国人労働者への相談・救済対応を通じて、「ビジ

ネスと人権・指導原則」に基づく、①人権デューデリジェンスの仕組み確立への貢献及び②救済メカニ
ズムのモデルケース作りを行ない、対外的に発信・拡大に向けた経験蓄積を行う。

２．パイロットプロジェクト期間： 2022年5月1日から2023年4月末日まで（相談救済窓設置準備機関を含めてパ
イロットプロジェクト期間とし、相談救済窓口の設置は2022年5月２３日とする）

３．対象者：パイロット事業参加企業及び関連法人で働く外国人労働者等（日本で勤務するもの）
（注）関連法人とは、資本関係にある企業、及びサプライチェーン（SC）企業のうち参加法人が指定する会社。

４．事業概要
① JP-MIRAIポータル：多言語（8言語※＋日本語）にて、日本で生活・就労するために必要な情
報を積極的に発信する（公開済み）
※英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、ミャンマー語、ポルトガル語、スペイン語

②相談窓口：上記①ポータルサイト・SNS・電話等から相談受付け。多言語対応で敷居の低い相談体
制（含む専門相談；日本人社員等からの問合せも可能）を提供する。

③伴走支援：重大な問題に発展する可能性がある事案は、伴走型支援により問題の最小化を図る。
当初は、相談窓口受託企業が対応するが、段階的に提携パートナーとの協働体制を構築する。

④法廷外調停メカニズム：「東京弁護士会紛争解決センター内 専門ADR」（新設）を利用。雇用主及び
労働者の双方が合意した場合、同ADRの利用を支援（通訳等）。雇用主は費用の半分を負担する。

⑤企業への報告：JP-MIRAIポータル（アプリ）を活用したモニタリングの仕組みを構築し、参加企業に

対し、四半期ごとに、参加企業（及び関連法人）の外国人労働者の相談内容の分析結果の定期的
報告、及び（労働者の了解を得たものについて）個別の相談内容を共有する。

JP-MIRAI 外国人労働者相談・救済パイロット事業・実施要領（2022/04/15）
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５．実施団体：一般社団法人 JP-MIRAIサービス（別紙）

６．業務実施体制：以下の各社に委託して実施。
①相談窓口： 特定非営利活動法人国際活動市民中心
②伴走支援： 特定非営利活動法人国際活動市民中心
③ADR：東京弁護士会専門ADRを利用 （労働者が負担できない分を負担）

７．諮問委員会：政労使・専門家等で構成される諮問委員会を設置し、四半期毎に開催し、同委員会の助言のも
と、公平で中立的な事業運営を行う。委員（予定）は以下のとおり。

８．全体事業費（目安）：3,000万円程度（参加企業数、対象人数により拡大）
※参加企業が増えた場合には、業務量に応じて委託契約を増額（事業規模拡大）。
※残余金が生じた場合には、後継法人に継承を想定する（理事会決定による）
※JP-MIRAIポータル運営及びネットワーク構築等はJICA提供予定。

９．参加費用：参加企業の規模及び対象者数等に応じて、決定する。
以上

JP-MIRAI 外国人労働者相談・救済パイロット事業・実施要領（2022/04/15）

連合東京 大辻事務局次長 味の素 中尾氏

帝人フロンティア 岡本氏 JETRO 山田氏

東京弁護士会 神村委員長 BHR 蔵元弁護士

【オブザーバー】

全日本金属産業労働組合協議会（金属労協／JCM） 平川事務局次長／国際局長

出入国在留管理庁 経済産業省

厚生労働省
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■目的 当法人は、「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム（JP-MIRAI）」が会員団体等の資金
を得て協働事業を円滑に実施することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
（定款第3条）

１ 外国人労働者のための相談窓口・救済メカニズム構築運営事業
２ 外国人のための相談窓口・救済メカニズム構築運営事業
３ 外国人支援のための基盤構築事業
４ その他当法人の目的を達成するために必要な事業

■設立日 2022年3月18日

■事務所 東京都千代田区；（定款第2条） →借り上げ予定

■役員 代表理事 矢吹 公敏 （東京弁護士会 前会長）
理事 奥山 洋介 （トヨタ自動車 海外労働室長）
理事 宍戸 健一 （独立行政法人 国際協力機構 上級審議役）
理事 釣流 まゆみ （セブンアンドアイホールディングス執行役員）
監事 薗田 綾子 （株式会社クレアン 代表取締役）

■社員 パイロット事業に参加する企業（法人）に入社を勧奨（任意）。経費の負担は無料

■事務局体制 事務局長 青山伸 （トヨタ自動車；兼務出向）
事務局長代行 宍戸健一 （JICA；兼職（非常勤））

スタッフ 高田順子 （常勤）
スタッフ （増員準備中）

『一般社団法人 JP-MIRAIサービス』について
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■メディア対応：
①プレスリリース ： 5月23日（目標）／社名入り、事前に各社の了解取り付け予定
NHKおはよう日本、朝日新聞等から取材申し込みあり。

②ローンチイベント（案）： 7月上旬＠JICA国際会議場（JP-MIRAI総会に併せ実施）
パイロット事業説明：ビジネスと人権、SC管理など有識者登壇。
JP-MIRAI全体としてすそ野の広い事業展開アピール。
企業、労働組合、専門家、自治体など登壇したパネルなど。

■参加企業（実務レベル）意見交換会
開催頻度：6月以降、月1回程度開催検討、詳細追って検討
テーマ案： ①関連法人（サプライチェーン）への呼びかけ方法

②伴走支援・ADR対応事例等
③運用上の工夫など情報共有
④税務・法務等

■参加企業へのフィードバック
開催頻度：契約上４半期に１回。①相談種別別集計、②全体平均との比較、②特記事項
様式等については、ご相談していきたい。

その他共有事項
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２．JP-MIRAIポータル（アプリ）

2022.05.12

株式会社グローバルトラストネットワークス
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1. 相談・救済画面までのフロー

<ログイン済みの場合>

QRコードによりポータルサイトにアクセス時、パラメータの識別コードを登録し相談・救済画面を表示します。

相談・救済画面

https://portal.jp-mirai.org/ja/consult/start?code=ET1234567890

ET1180301018
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<未ログインの場合>

ログインまたは新規登録後、相談・救済画面を表示します。
新規登録では会員登録時に識別コードも登録します。

ログイン

新規会員登録 ログイン

https://portal.jp-mirai.org/ja/consult/start?code=ET1234567890

ET1180301018

相談・救済画面
1. 相談・救済画面までのフロー

サイト/相談・救済
サービス利用規約
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ボタンクリックでユーザー
の端末のメーラーを開く

2. 相談・救済画面

<メールでの相談の場合>

「メールで相談する」を選んでください。標準のメーラが起動します。
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「電話・チャットで相談
する」ボタンクリックで
右下にウィンドウを表示

2. 相談・救済画面

<電話・チャットでの相談の場合>

「電話・チャットで相談する」を選んでください。Widgetが表示されます。
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2. 相談・救済画面

<電話をかける場合>

Widgetから「電話をかける」を選んでください。オペレータにつながります。
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2. 相談・救済画面

<チャットを使用する場合>

Widgetから「オンラインチャット」を選んでください。オペレータとオンラインでのサポートを受けられます。
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JP-MIRAIアシスト
外国人等相談窓口について

特定非営利活動法人

国際活動市民中心（CINGA）
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ＣＩＮＧＡとは・・・

NPO法人国際活動市民中心

Citizen‘s Network for Global Activities≪CINGA/シンガ≫

特徴：外国人の支援を行う専門家集団

弁護士、行政書士、心の相談、労働相談、社会福祉士、社会保険労務士、

通訳者日本語教師、メディア関係者、協会職員などが専門性を活かして

市民活動を行っています。
http://www.cinga.or.jp/
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全国の外国人ワンストップ相談センター
51か所を訪問調査
ネットワーク構築
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東京出入国在留管理
局

外国人総合
相談支援セ
ンター03-
3202-
5535

自治体協
働

自治体・
協会相談
窓口支援

事業

東京都外
国人新型
コロナ生
活相談セ
ンター

外国人技能
実習機構

母国語相談
センター

専門家

相談会

東京出入国
在留管理局
東京開業ワ
ンストップセ

ンター
埼玉センター

少数言
語通訳
者派遣
事業

2021年 地域日本語教育
日本語教育人材養成・研修カリキュラム普及

事業（文化庁委託）

やさしい日本語・コミュニケーション
支援事業（翻訳、やさしい日本語研修）

少数言語通訳者・相談員研修
外国人の居場所づくり（地域社協協働）

オンライン専門家相談（毎月2回）
法律、心理、教育、留学生進路等

都内の自治体、協会のネットワークで
少数言語通訳者の派遣をコーディネート
都内を中心に派遣／遠隔通訳も実施

東京都外国人新型コロナ生活相
談センター
（10:00－16:00 月～金）

14言語対応
（2021年3月31日終了）

NPO法人 CINGAとは

赤坂センター：行政書士相談員12名
（9:15－17:30 月～金）

03-3582-8352
埼玉：入国管理関係 専門相談員1名

（9:00－16:00 月・水・金）
048-833-3296

外国人技能実習機構母国語相談
11:00－19:00 月～日
9:00－17:00 日曜 ８言語対応
外国人技能実習機構で検索
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外国人総合相談支援センター（新宿）

市役所や国際交流協会などで多言語相談窓口を開設

どこで相談ができるか 検索！

東京都国際交流委員会 相談

https://www.tokyo-icc.jp/guide/consul/01.html
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17

20年4月 東京都新型コロナ生活相談センター
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●●
●

月曜日～土曜日

１０：００～１８：００

８言語＋やさしいにほんご

５月２３日（月）にスタートします

19



20

８か国語＋やさしい日本語

（英語／中国語／スペイン語／ポルトガル語／インドネシア語／

タガログ語／ミャンマー語／ベトナム語 他ネパール語なども随時対

応）

月～土

10:00-18:00

（１）相談対応チーム

（２）伴走支援チーム

（３）専門相談チーム

（４）ADR対応チーム

JP-MIRAIアシスト相談対応チーム

個人 企業

JP-MIRAI会員 JP-MIRAI
ポータル

通訳

支援団体

国際交流協会

行政・公共団体

関係機関
相談
調整• 通訳（臨時）

• 支援提供

• ネットワーク

メール
電話
チャット相談

他相談所での実務経験のある

スタッフ １２名

社会保険労務士２名

弁護士／行政書士２名



相談対応 仕事・生活・教育・医療・福祉など、様々な領域に
わたる相談対応を多言語で行います。

専門相談 在留資格や法律にかかわる相談に応えます。外
国人対応に実績のある弁護士や行政書士が担当します。

伴走支援 電話や対面で、当事者に寄り添い、ともに解決
を目指します。必要に応じ、外部の支援団体と協力します。
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外国人労働者や対応者を取り巻く、あらゆる生活や制度に対応

・職場でトラブルがあり、ハラスメントを受けていて困っている。日本語が

あまりできない。体調不良を感じている。（外国人当事者）

・工場に勤めているが、妊娠した。日本の会社はどのような制度があるの

か。やめさせられないか不安だがどう伝えればよいか。（外国人当事者）

・新たに〇〇の国の人を雇うことになったが、在留資格や手続きが不明

なことがある。（企業人事担当）

22
ぜひお気軽にご相談ください！



ADRについて
ADR・・・Alternative Dispute Resolution（裁判に代替する紛争解決手段）

典型的には、あっせん手続（紛争状態にある当事者間の間にあっせん人が
入って、あっせん人が当事者同士の話し合いを支援し、当事者の合意により紛争を
解決する手続き）

申立人
の言い
分

相手方の言い
分

相手方申立人

あっせん人
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ADRについて
あっせん手続の進み方と特徴 • “欠席判決”はない（話し合って和解を目指すものなので）

← 相手方が応諾しないと手続は進められない

• あっせん人が結論を決定する権限を持たない（判決とは違う）

← 当事者が合意しないと解決（和解）に至らない

• （東京弁護士会のADRの場合）法的な知識のある弁護士があっせん

人となる

• （東京弁護士会のADRの場合）紛争に接し慣れている弁護士があっ

せん人となる

• あっせんの日時、場所など手続が柔軟である（オンラインによる

あっせん期日も可能）

• 裁判手続より早期に解決に至るケースも珍しくない

• 話し合いの対象（申立の内容）の自由度が高い（例えば、「理由を

説明してほしい」という申立ても可能）

• 当事者が納得できる結論で和解できる（結論を押し付けられない）

• 和解内容に対する高い満足度が期待できる

• 未来志向で、相手への共感を持った解決が図れる

• 訴訟のように公開されない

申立
人 相手

方

東京弁
護士会
紛争解
決セン
ター

ADRの申立て

応諾・相手方
の意見（答弁
書）

申立書類の送付

あっせん期日による話
し合い

和解成立 歩み寄れずに
不調・終了
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JP-MIRAIのADRについて
東京弁護士会紛争解決センターの一般的なADRと比較して、

• あっせん人2名体制 ー 外国人労働者側の法律実務の知見のある弁護士あっせ
ん人と使用者側での労働紛争実務の知見のある弁護士あっせん人

• （必要に応じて）通訳を入れたあっせん手続（書面についても、外国人労働
者には日本語以外による作成でOKとなるような制度設計）

• 隔地者間でのあっせん手続が可能となるよう、Web会議によるあっせ
ん期日など、オンラインの手続きを活用する予定

※ ADRの手続は、JP-MIRAIではなく、東京弁護士会紛争解決センターが主催する （上記の特徴
は現時点で検討しているものであり、今後変更となる可能性はある）

※「労働者側」あっせん人、「使用者側」あっせん人と言っても、労働者側あるいは使用者
側を味方するものではない（それぞれの立場をより理解している、という趣旨）
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